
「保険財政共同安定化事業」の全医療費拡大に向けた検討状況について 

 

長野県健康福祉部健康福祉政策課 

 

１ 経 過  平成 24年度の国民健康保険法一部改正［平成 24年 4月公布］ 

 市町村国保の保険財政共同安定化事業の対象医療費について、現行１レセプト 30万円超

を全医療費に拡大する。［平成 27年 4月施行］ 
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２ 課 題 

 (1) 市町村間の財政調整 

  （保険財政共同安定化事業における所得水準による調整） 

 (2) 保険財政共同安定化事業の拡大により著しく負担が増加する市町村への対応 

 (3) 保健予防事業等による医療費適正化に対するインセンティブのあり方 

３ 検討経過 

時 期 項     目 内     容 

～５月 
保険財政共同安定化事業の全医

療費拡大シミュレーション 

・国保連合会でのシミュレーション 

・シミュレーションデータの確認・分析等 

７月 26日 

都道府県調整交付金 検討会 

（県内 10広域の代表市町村の 

 係長級職員） 

全医療費化シミュレーション結果等による

意見交換 

８月 21日 

～９月２日 

市町村説明会 

（県内４箇所） 

全市町村を対象に、シミュレーション結

果・検討会の結果等を説明 

９月 
全市町村への意向調査 共同事業の実施方法等についてのアンケー

ト 

10月 11日 

市町村国保広域化等検討委員会 

作業部会 

（県内 10広域の代表市町村の 

 課長級職員等） 

意向調査結果等に基づく共同事業の方向性

の決定 

 

［高額医療費共同事業］ 
 市町村国保からの拠出金（国と県で 1/4 ずつ
負担）を財源とし、1 件 80 万円を超えるレセプ

トに係る医療費を都道府県単位で共同して負担
する事業 

［保険財政共同安定化事業］ 
 市町村国保からの拠出金を財源とし、1 件 30
万円を超えるレセプトに係る医療費（8万円～80
万円）を都道府県単位で共同して負担する事業 

資料２ 



４ 検討結果 

  (1) 市町村間の財政調整 

  ○保険財政共同安定化事業の拠出方法を変更 
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【27年度からの拠出方法のポイント】 

○所得割による調整を行うことで、所得水準の低い市町村に配慮 

○医療費実績割を現行と同じ 50として、医療費の適正化努力等に配慮 

 【意向調査の結果】 

  ・「財政調整を実施する」を選択 （70／77市町村） 

  ・上記のうち医療費実績・被保険者数・所得の３要素を組み合わせた拠出方法を選択  

    （54／70市町村）  

  ・上記のうち医療費実績・被保険者数・所得 50：25：25の拠出方法を選択 （36／54市町村） 

 

 

 (2) 保険財政共同安定化事業の拡大により著しく負担が増加する市町村への対応 

○ 拠出超過額が交付金の 1％を超える場

合、１％を超えた額を県特別調整交付金

で交付 

  

※27 年度からの都道府県調整交付金の

割合は普通６％、特別３％ 

 （26年度までは普通８％、特別１％） 

 

 

 (3) 保健予防事業等による医療費適正化に対するインセンティブのあり方 

 市町村からの提案をうけ、県特別調整交付金の新たな交付メニューを検討 
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５ 今後の予定 

 保険財政共同安定化事業の拠出方法を変更する場合には、「長野県市町村国保広域化・

財政安定化支援方針（22年度策定、23・24年度一部改定）」に定めることが必要 

市町村国保広域化等検討委員会作業部会  [共同事業改正案の検討］ 

（県内 10広域の代表市町村・三師会・国保連・県の課長級職員、市長会・町村会事務局次長） 

          

市町村国保広域化等検討委員会 ［共同事業改正案の確定］ 

（県内 10広域の代表市町村（首長）、三師会（副会長、専務理事）、国保連（理事長）、県（健康福祉部長）） 

 

「長野県市町村国保広域化・財政安定化支援方針」を改定         （～26年９月まで） 
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《参考》 

国民健康保険改革のスケジュール概要 
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＜全市町村への意見照会＞ 

国保連で保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業規則を改定（～27年３月まで） 

 


